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スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について 

「スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約」における、事業契約書第７９条に、「サー

ビス購入料の支払額については、別紙１１に従い改定を行う」とあり、別紙１１において、

「サービス購入料Ｄは、物価変動による単価の改定、使用量における計画と実需の乖離に

よる改定を行う。」としていることから、平成３０年第１回川崎市議会定例会において変更

議決された契約金額を変更するものである。 

１ 変更金額 

  契約金額「１８，２４６，８７９，６３０円」を「１８，２５８，６２４，７３２円」

に変更する。 

２ 変更の内容 

（１） サービス購入料Ｄ（光熱水費相当額） 

  ア 使用量における計画と実需の乖離による改定 

  【平成３０年度分変更前】 

        ７６，７２５，０４１円（消費税額 ５，６８３，３３６円） 

  【平成３０年度分変更後】 

        ６６，２５４，０６２円（消費税額 ４，９０７，７０８円） 

【減額分】 １０，４７０，９７９円

  【改定に係る増減量】 

   電気：△３２８．３Mwh 

   ガス：９９４ｍ３

   水道：△５，２５０ｍ３

下水道：△５，２５０ｍ３

   その他（Ａ重油）：△９８㍑ 

イ 物価変動による単価の改定 

 【平成３１～３９年度分変更前】 

６９０，５２５，３７５円（消費税額５１，１５０，０３０円） 

 【平成３１～３９年度分変更後】 

７１２，７４１，４５６円（消費税額５２，７９５，６６６円） 

【増額分】 ２２，２１６，０８１円 

 【変動値】 

電気料金 ５．５％ 

   ※「国内企業物価指数」－電力・都市ガス・水道の内訳指数の「業務用高圧電力」 

  ガス料金 １１．８％ 

   ※「国内企業物価指数」－電力・都市ガス・水道の内訳指数の「都市ガス」 

  水道料金 ０％ 

   ※川崎市上下水道局の水道料 

下水道料金 ０．１％ 

   ※川崎市上下水道局の下水道使用料 

  その他（Ａ重油） １７．９％ 

   ※「消費者物価指数」－品目別物価指数 他の光熱 

資料



（２）改定後のサービス購入料及び契約金額 

【改定前】 

契約金額 18,246,879,630 

【改定後】 

支払年月 
サービス購入料Ａ 

（設計・建設に係る対価） 
消費税等相当額 合計 

平成 29 年 8 月 12,823,600,699 1,025,888,055 13,849,488,754

支払年月 
サービス購入料Ｂ 

（開業準備に係る対価） 
消費税等相当額 合計 

平成 29 年 12 月 124,063,277 9,925,062 133,988,339

支払対象年度 
サービス購入料Ｃ 

（運営・維持管理に係る対価） 
消費税等相当額 合計 

平成 29 年度～39 年度 3,201,624,339 256,129,946 3,457,754,285

支払対象年度 
サービス購入料Ｄ 
（光熱水費相当額） 

消費税等相当額 合計 

平成 29 年度～39 年度 745,970,602 59,677,650 805,648,252

支払年月 
サービス購入料Ａ 

（設計・建設に係る対価） 
消費税等相当額 

合計 

平成 29 年 8 月 12,823,600,699 1,025,888,055 13,849,488,754

支払年月 
サービス購入料Ｂ 

（開業準備に係る対価） 
消費税等相当額 合計 

平成 29 年 12 月 124,063,277 9,925,062 133,988,339

支払対象年度 
サービス購入料Ｃ 

（運営・維持管理に係る対価） 
消費税等相当額 合計 

平成 29 年度～39 年度 3,201,624,339 256,129,946 3,457,754,285

支払対象年度 
サービス購入料Ｄ 
（光熱水費相当額） 

消費税等相当額 合計 

平成 29 年度～39 年度 756,845,696 60,547,658 817,393,354

契約金額 18,258,624,732 


